
第２次京丹後市総合計画の「目標と基本方針」 

  将来像及びまちづくりの目標の実現に向け、以下の基本方針を設定します。 

 

目標１. 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまち 

 

基本方針.1  産業基盤の維持・発展を図るとともに京丹後型 
「新グリーン経済」を構築します 

  高速道路網、港湾などの産業・社会インフラが飛躍的に

向上する中、本市の伝統的な産業基盤の維持・発展と今の

産業を守り活かすことを基礎としつつ、豊かな自然環境を

はじめとするさまざまな地域資源を活用して、各産業の成

長・発展を促進するとともに、農商工観連携や京丹後型ワ

ークスタイルの創造を融合させた京丹後型「新グリーン経

済」を構築し、地域経済の活性化をめざします。 

 

基本方針.2  京丹後ならではの観光・交流で極上のふるさとをつくります 
 自然、温泉、味覚、歴史、文化など、恵まれたふるさ

との資源を地域ぐるみで守り、育てる観光を展開し、訪

れる人に「本物」を提供するとともに、京丹後ならでは

の温かなおもてなしなど、「極上のふるさと」をめざし

た取り組みによる観光立市を実現します。さらに、市外

等から多くの参加者・観戦者が期待できる「スポーツツ

ーリズム」を推進し、交流人口の増加を図るとともに、

市内経済の好循環を図ります。 

 

目標２. 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまち 

基本方針.3  次世代エネルギーを活かし、環境未来都市をつくります 

山・里・海をはじめとする貴重な自然資源

を守り、未来へ引き継いでいくために、廃棄

物の減量化と自然エネルギー利用による資源

の循環を市民・行政が一体となって継続的に

推進するとともに、再生可能エネルギー等の

次世代エネルギーを積極的に導入し、持続可

能で豊かな環境未来都市づくりを進めます。 

 

赤坂工業団地に立地する工場群 

美しい久美浜湾の景観 

大宮町内に設置した太陽光発電施設 

参考資料１ 



目標３. 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまち 

基本方針.4  生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成します 

  100歳になっても元気な健康長寿のまちづくり、一人ひとりの命

を大切にする地域づくりをめざし、家庭や地域、行政、各種団体な

どが役割をもって健康づくりを進め、地域全体で健康づくりを推進

します。 

また、市民が安心して医療にかかれるよう、地域医療体制の充実

を図ります。 

 

目標４. 安全で安心して暮らせるまち 

基本方針.5  災害に強く、安心して暮らせるまちをつくります 

 地震など大規模な自然災害に備え、市民の生命を守ることが

できるよう、防災・減災意識を高め、迅速・安全に避難するた

めの取り組みを支援するとともに、防災基盤の整備を推進しま

す。また、消防・救急体制の充実や防犯・交通安全の取り組み

を推進し、安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

 

基本方針.6  地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します 

  都市基盤の整備や耐震化、適切な維持管理により、暮らしやすい

住環境を整え、市民の生活に関する満足度を高めるとともに、市外

からの定住を促進します。さらには、高速道路網の整備が進み、北

近畿新時代を迎える中で、幹線道路等の整備を推進し、併せて公共

交通の利便性を高めることで、市内外への移動を円滑にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康大長寿のさとづくり 

防災パトロール 

公共交通の利用促進 

災害復旧工事 



目標５. お互いに支え合い、助け合うまち 

基本方針.7  支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進します 

  人口減少、少子高齢化が進み、家族や地域の絆が希薄化する中で、

高齢者や障害のある人などのニーズは多様化しています。そのため、

各種福祉施策の充実を図るとともに、地域の多様な主体との協働や福

祉活動に積極的に取り組む人材の育成を図り、地域の中で支援を必要

としている人を支えることができる体制を整備します。 

 

基本方針.8  参加と協働でいきいきと活躍できる環境を築きます 

 多くの市民が様々な活動に参加できる環境をつくるとともに、

活動を担う人材を育成することで、市民活動・地域活動の活性化

を図ります。さらに、年齢や性別、国籍などに関わらず個人とし

て誰もが尊重され、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる

地域社会の実現をめざします。 

 

 

目標６. 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、 

いきいきと成長するまち 

基本方針.9  夢と希望をもって、未来に飛躍する人づくりを進めます 

  次代を担う子どもたちを健やかに育めるよう、子育て支援の

充実に取り組むとともに、小中一貫教育などの取り組みにより、

より良い教育環境を整備します。また、生涯にわたって学び続

けることができ、文化・芸術に親しめる環境を充実するととも

に、本市固有の歴史・文化・風土の継承に取り組んでいきます。 

 

 

目標７.誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち 

基本方針.10  「幸福」を中心軸に据え総合計画の実現に向けた行財政運営 

 多様で複雑な価値観と行政課題の中にあって、民主的かつ能

率的な行政を進めるため、どのような価値観をもつ人であって

も、普遍的な価値観又は規範である個人や社会の「幸福」を行

政運営の中心軸として明確に据え、まちづくりの方向を揺るが

ず見定めていきながら、市民本位の行政を推進します。 

 

寄り添い支援センター 

浜辺の清掃活動（立岩） 

元気な保育園児（大宮北保育所） 

書籍「幸せリーグ」の挑戦 


